
厚木市地域観光まつり事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、地域観光の振興及び地域住民の交流促進並びに地

域の活性化を図るため、地域観光まつり事業を行う団体（以下「主催

者」という。）に対し、厚木市地域観光まつり事業補助金を交付する

ことについて、厚木市補助金等交付規則（昭和45年厚木市規則第５

号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（補助事業等） 

第２条 補助の対象とする事業（以下「補助事業」という。）、補助割合

等は、別表のとおりとする。 

２ 前項の規定により算出した補助金額に 1,000 円未満の端数があると

きは、その端数を切り捨てるものとする。 

（補助金の申請） 

第３条 主催者は、厚木市地域観光まつり事業補助金申請書（第１号様

式）に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

(1) 収支予算書 

(2) 事業計画書 

(3) その他市長が必要と認めた書類 

（交付の決定及び交付） 

第４条 市長は、前条の規定により申請を受理した場合は、内容を審査

し、補助金を交付する必要があると認めたときは、その旨を補助金交

付決定通知書（第２号様式）により通知する。 

２ 補助金は、前項の規程による通知をした後、主催者の請求に基づい

て交付する。 

（補助金の他用途への使用禁止） 

第５条 主催者は、当該補助金を当該補助事業の遂行のみに使用し、他

の用途に使用してはならない。 

（事業報告） 

第６条 主催者は、当該補助事業が完了した日の翌日から起算して 60

日以内に事業報告書（第３号様式）を市長に報告しなければならない。 

（補助金の返還） 



第７条 市長は、主催者が虚偽の申請その他不正な手段により交付を受

けたものとみとめられたときは、既に交付した補助金の全部又は一部

を返還させることができる。 

 

附 則 

この要綱は、平成１２年４月１日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、平成１７年３月２５日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２６年９月３日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 



別表（第２条関係） 

 

№ 補助事業  補助の割合等  

1 厚木観光桜まつり事業  
  補助の対象は、桜のライトアップに係る経費とし、

補助額は、予算の範囲内とする。 

2 
地域観光の振興と地域の活性化に広く寄与

すると認められる地域観光まつり事業のうち、

当該年度において予算化した事業  

補助の割合は、総事業費の３０％以内で予算の

範囲内とする。ただし、総事業費のうち、会議費、食

糧費及び寄付金は補助対象から除く。  


